
　

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法

　

　平
成
二
八
年
四
月
一
日
以
降
有
効
な
旧
規
定

改
正
法
令
一
覧

・
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
五
・
六
・
一
九
法
四
九
）

附
則
八
条
（
平
成
二
八
・
六
・
一
八
ま
で
に
施
行
）

（
検
察
官
の
通
報
）

第
五
八
条
の
四
　
検
察
官
は
、
麻
薬
中
毒
者
若
し
く
は
そ
の
疑
い
の
あ
る
被

疑
者
に
つ
い
て
不
起
訴
処
分
を
し
た
と
き
、
又
は
麻
薬
中
毒
者
若
し
く
は

そ
の
疑
い
の
あ
る
被
告
人
に
つ
い
て
裁
判
（
懲
役
、
禁

こ錮　
又
は
拘
留
の
刑

を
言
い
渡
し
、
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
し
な
い
裁
判
を
除
く
。）が
確
定
し

た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
、
そ
の
者
の
氏
名
、
住
所
、
年
齢
及
び
性
別
並

び
に
そ
の
者
を
麻
薬
中
毒
者
又
は
そ
の
疑
い
の
あ
る
者
と
認
め
た
理
由
を

そ
の
者
の
居
住
地
の
都
道
府
県
知
事
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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